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北緯6度〜南緯11度
東経95度〜141度

17,504の島々

国土面積約190万km2

インドネシアの概要

人口約2億8,660万人

約1,340の民族グループ

700以上の地域言語



インドネシアでは森林破壊が再び増加傾向にあり、バイオマス用を含む木材用産業植林の拡

大が鉱業拡大やアブラヤシ農園開発とともに、三大要因の一つとなっている。
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インドネシアの環境問題

インドネシアにおける森林伐採（2001年～2024年） インドネシアにおける焼失面積（2013年〜2023年）



哺乳類 鳥類 爬虫類

絶滅危惧種の中心地

インドネシアは
国別で世界最
多の絶滅危惧
種を有している。
上位5か国は、
インドネシア
米国
オーストラリア
インド
メキシコ

インドネシアの絶滅危惧種

出典：

合計

両生類 魚類 軟体動物 その他無脊椎動物



ジャワ、ヌサ・トゥンガラ、バリ

インドネシアに残る天然林に対するバイオマスの脅威

バイオマスへの伐採権付与は、インドネシア
では比較的新しい現象である。しかしその伐
採許可面積は急速に増加している。
現存する37件のコンセッションの総面積は
130万ヘクタール（ha）で、うち50万haが森林
破壊の危険にさらされている。

バイオマス用産業植林の許可区域カリマンタン

スラウェシ パプア

2022年の森林以外の土地（ha） 2022年の森林地域（ha）

スマトラ
モルッカ



HTE内の重要生物多様性地域の数HTE内の重要生物多様性地域の数

インドネシアの森林に対する木質エネルギーの脅威

インドネシアには120万ha以上の
エネルギー用産業造林（HTE）があるカリマンタン

スマトラ

モルッカ
パプア

スラウェシ

ヌサ・トゥンガラ

ジャワ

●エネルギー用

産業造林（HTE）
●重要な生物

多様性地域

●原生湿潤熱帯林

●劣化した湿潤熱帯林

HTE地域内の
原生林被覆（ha）

総森林被覆：

70万ha超
HTE地域内の
劣化林被覆（ha）

HTE内の重要生物多様性地域（ha）
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スマトラ
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ジャワ

●チップ工場

●混焼発電所

●木材集荷域

●重要な生物

多様性地域

●原生湿潤熱帯林

●劣化した湿潤熱帯林

木材集荷域内の原

生林被覆：1千万ha
超

総森林被覆：

1700万ha超
木材集荷域域内の劣
化林被覆：770万ha超

木材集荷域内

の重要な生物

多様性地域：

400万ha超
木材集荷域は、混焼発電所およびチップ工場を中心
とした半径100km圏内と定義（うち保護区は除外）

チップ工場混焼発電所



インドネシアのバイオマス取引

インドネシアの木質ペレット輸出（2021年～2024年）

年（トン）輸出先 合計（トン）

韓国

日本

その他

インドネシアの木質ペレット輸出先（2021年～2024年） インドネシアの木質ペレット輸出積出港（2021～2024年）

その他

日本 韓国

ゴロンタロ/スラウェシ

タンジュン・エマス

その他
7.05％は国内の様々な港から出荷されている

注：林業省のデータベースには2000年およびそれ以前の木質ペレット輸出が記録されていない。これは輸出が2021年以降に始まった可能性を示
唆している。



●スラウェシ島北部のゴロンタロ州は、インドネシアの中で
は比較的小さな州である。陸地面積は1,202,515haで、そ
のうち732,674ha（61％）が天然林であり、その中の
189,567ha（26％）は保護区内に所在する。

●この州には比較的新しい木質ペレット工場
が2か所ある。BJA社（2020年操業開始）と、
GPL社（2025年3月操業開始）である。

●BJA社は、バイオマス用コンセッションを有するBTL社およ
びIGL社と企業グループを構成している。
一方、GPL社はバイオマス用コンセッションを有するGCL社お
よびGNJ社の関連企業である。

コンセッション
◉ BJA社工場

BTL社コンセッション
IGL社コンセッション

◉ GPL社工場
GCL社コンセッション
GNJ社コンセッション



1. ゴロンタロ州ポフワト県におけるBJA・BTL・IGLの事例



Log from forest cutting in PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) concession. It is sent to 
PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) wood pellet mill.

BTL社のコンセッションで伐採された丸太。
BJA社の木質ペレット工場に送られる。
BTL社のコンセッションで伐採された丸太。
BJA社の木質ペレット工場に送られる。



BJA社の木質ペレット工場に供給するために原生林が
皆伐され、グリリシディアの産業植林が開発されている。

（グリリシディアは中南米産のマメ科中高木）
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皆伐され、グリリシディアの産業植林が開発されている。
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BJA社の木質ペレット工場
2020年から操業

BTL社コンセッション
面積：15,863ha、うち12,075ha（76.12％）が天然林

IGL社コンセッション
面積：11,971ha、うち11,912 ha（99.51％）が天然林

ゴロンタロ州ポフワト県における

バイオマス開発による森林破壊

2018年の森林減少：
0ヘクタール



BTL社およびIGL社のコンセッション内の残存天然林BTL社およびIGL社のコンセッション内の残存天然林



2. GPL - GCL - GNJ case in North Gorontalo District of Gorontalo Province

2. ゴロンタロ州北ゴロンタロ県におけるGPL・GCL・GNJの事例



GPL社の新しい木質ペレット
工場（スラウェシ島北部、ゴ

ロンタロ州北ゴロンタロ県）。

2025年3月に操業開始。
インドネシアの木質ペレット

輸出におけるゴロンタロ州の

優占度を倍増させる可能性

がある。
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GPL社の工場にある丸太の山は
生産されるペレットが天然林由来
であることを示している。

GPL社の工場にある丸太の山は
生産されるペレットが天然林由来
であることを示している。



Sporadic land clearing in PT Gorontalo Citra Lestari 
that convert natural forest to biomass plantation. 
Photo: Auriga Nusantara, 2025

GCL社のコンセッションでは、天然林をバイオマス用
植林地に転換する散発的な土地開発が行われてい

る。

GCL社のコンセッションでは、天然林をバイオマス用
植林地に転換する散発的な土地開発が行われてい

る。



バイオマス用植林地開発のために
原生林が伐採されている。
バイオマス用植林地開発のために
原生林が伐採されている。

3. 北カリマンタンにおけるMHL社の事例



バイオマス用植林地開発のために
天然林が伐採されている。
JBP社は同地域で木質ペレット工場
の建設も進めている。

バイオマス用植林地開発のために
天然林が伐採されている。
JBP社は同地域で木質ペレット工場
の建設も進めている。

4. 東カリマンタン州におけるJBP社の事例



中部カリマンタン州にあるボルネオ・オランウ
ータンの生息地で、バイオマス用植林地開発
に向けた大規模な森林伐採のために道路網
が整備された。

中部カリマンタン州にあるボルネオ・オランウ
ータンの生息地で、バイオマス用植林地開発
に向けた大規模な森林伐採のために道路網
が整備された。

5. 中部カリマンタン州におけるBWL社の事例



提言
●インドネシア政府は、すべての残存天然林を

保護する規制を制定すべき。

●消費国の政府は、森林破壊由来の木質バイ

オマスへの助成と輸入をやめるべきである。

●バイオマスの購入者は、「森林破壊ゼロ・泥

炭破壊ゼロ・人権侵害ゼロ（NDPE）」方針を採
用すべきである。

●バイオマスの購入者は、森林破壊由来のバ

イオマスをサプライチェーンから排除するため

に、監視しやすく完全に透明なシステムを構築

すべきである。
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